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有効期限をご確認ください
　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
は
、
保
険

給
付
の
適
正
化
を
図
る
観
点
か
ら
、

保
険
者（
町
）が
任
意
に
定
め
た
有
効

期
限
を
記
載
し
、
更
新
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
17
年
10
月
の
法
改

正
に
よ
り
、
更
新
に
係
る
手
続
き
な

ど
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
が
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
法
改
正
後
、
改
正
前
の

介
護
保
険
被
保
険
者
証（
旧
被
保
険

者
証
）を
当
分
の
間
は
、
改
正
後
の

被
保
険
者
証（
新
被
保
険
者
証
）と
同

じ
も
の
と
み
な
し
て
い
ま
す
。

　

小
野
町
の
場
合
、
新
被
保
険
者
証

と
み
な
し
て
い
る
旧
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
は
、「
平
成
20
年
９
月
30

日
」ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

お
手
元
に
あ
る
介
護
保
険
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
が「
平
成
20
年
９

月
30
日
」ま
で
と
な
っ
て
い
る
方
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
と
交
換
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
旧

被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
上
、
役
場

（
健
康
福
祉
課
）ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　

旧
被
保
険
者
証
と
引
換
え
に
新
し

い
被
保
険
者
証
を
お
渡
し
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課

　

☎
７
２―

６
９
３
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有
効
期
限
が「
平
成
20
年
９
月
30
日
」

ま
で
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を

 

お
持
ち
の
方
へ
！

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
予
防
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

医
師
な
ど
に
よ
る
講
演
で
す
。

　

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日　
　

時　

９
月
19
日（
金
）午
後
７
時
〜

●
受
付
時
間　

午
後
６
時
30
分
〜

●
場　
　

所　

小
野
町
多
目
的
研
修
集
会
施
設

▽「
脱　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」

　
　
　
　

〜
検
査
値
か
ら
わ
か
る
自
分
の
体
〜

　

講
師
：
太
田
西
ノ
内
病
院　

医
師　

太
田　

節 

氏

▽「
体
を
動
か
し
て
内
臓
脂
肪
を
減
ら
そ
う
」

　
　
　
　

〜
体
を
動
か
す
と　

こ
ん
な
い
い
こ
と
が
！
〜

　

講
師
：
太
田
西
ノ
内
病
院　

星
野
武
彦
氏

◆
問
い
合
わ
せ　

健
康
福
祉
課　

☎
７
２
ー
６
９
３
４

メタボリックシンドローム
予防講演会のお知らせ

―

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ―

　

町
で
は
昨
年
に
引
続
き
、
今
年
も
蜂

防
護
服
を
１
着
購
入
し
、
現
在
２
着
保

有
し
て
お
り
ま
す
。

　

蜂
防
護
服
は
、
蜂
及
び
蜂
の
巣
を
駆

除
・
撤
去
す
る
時
、
安
全
な
作
業
を
行

な
う
た
め
に
着
用
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
、
蜂
で
困
っ
て
い
る
場
合

は
、
無
償
で
貸
し
出
し
を
し
ま
す
。
貸

し
出
し
は
予
約
制
で
、
貸
し
出
し
期
間

は
、
通
常
１
〜
２
日
間
程
度
で
す
。
予

約
・
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
町

民
生
活
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
個
人
で
の
駆
除
や
撤
去
作
業
が
困
難

と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
専
門
の
業
者

に
依
頼
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

【
専
門
業
者
】

　

福
島
県
ペ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会

　

☎
０
２
４―

５
２
２―

５
６
２
１

　

近
隣
の
業
者
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

町
民
生
活
課　

　

☎
７
２
ー
６
９
３
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蜂
駆
除
用
の

　
　

防
護
服
を

 

お
貸
し
し
ま
す
！

【
保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て
】

　

国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、

平
成
20
年
９
月
30
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証（
有
効
期
限
が
平

成
21
年
９
月
30
日
ま
で
の
も
の
）は
、

９
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、

古
い
保
険
証
を
役
場（
町
民
生
活
課
）

ま
で
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
へ
の
手

続
き
に
つ
い
て
】

　

現
在
、
世
帯
主
と
加
入
者
全
員
が

65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
、
年
金
受
給

額
が
18
万
円
以
上
、
介
護
保
険
料
と

国
民
健
康
保
険
税
を
合
算
し
た
額
が

年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
下
回

る
方
に
つ
い
て
は
、特
別
徴
収（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）に
よ
り
、
国

民
健
康
保
険
税
を
納
入
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
保
険
税
を
直
近
２

年
間
滞
納
な
く
納
付
し
て
い
る
方

に
つ
い
て
は
、
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
に
限
り
、
普
通
徴
収
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

普
通
徴
収
へ
の
変
更
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

町
民
生
活
課

　

☎
７
２
ー
６
９
３
３


